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地震災害発生時の災害対策本部の運営及び防災関係機関との連携を確認する「災害対策本

部設置運営訓練」を実施します。今回の訓練は、令和２年４月に供用開始した「豊川市防災

センター」の「災害対策本部室」、「災害活動センター室」及び両室に設置された各種防災関

連システムを活用した初めての訓練となります。 

 

記 

 

１ 日  時  令和２年８月３０日（日） 午前９時から午前１１時まで 

２ 場  所  豊川市防災センター ２階 災害対策本部室及び災害活動センター 

（豊川市役所敷地内）豊川市諏訪１丁目１番地 

３ 内  容  別紙実施要綱のとおり 

 

 

 

 



令和２年度「豊川市総合防災訓練」に代わる 

「災害対策本部設置運営訓練」実施要綱 

 

１ 経緯 

  令和２年度「豊川市総合防災訓練」につきましては、令和２年８月３０日

（日）に、陸上自衛隊豊川駐屯地訓練場での開催を予定しておりましたが、新

型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、例年開催している「劇場型」の訓

練を中止し、それに代わる訓練として、豊川市防災センター内「災害対策本部

室」及び「災害活動センター」において、「災害対策本部設置運営訓練」を実

施するものです。 

 

２ 訓練実施日時 

  令和２年８月３０日（日）午前９時００分から午前１１時００分まで 

 

３ 実施場所 

  豊川市防災センター（災害対策本部室及び災害活動センター） 

 

４ 災害想定 

８月３０日（日）午前６時００分、三河湾を震源とするＭ５．０の地震が発

生。豊川市内における最大震度５強（御津及び小坂井）。三河湾で若干の海面

変動が予想され（最大３０ｃｍ程度）、気象庁は津波注意報を発表した。 

 

５ 被害想定（詳細は今後調整） 

 ⑴ 人的被害 

ブロック塀の倒壊に巻き込まれ、病院へ搬送された者２名（１名心肺停止、

１名重傷）。その他、数件の１１９番通報あり（地震による怪我）。 

 ⑵ 建物被害 

   御津地区・小坂井地区を中心に、家屋の瓦の落下、外壁の落下、ブロック

塀の倒壊等の被害に関する通報が十数件あり。 

 ⑶ ライフライン被害 

   電気、ガス、水道等、主要なライフラインに被害の情報はない。 

 ⑷ 交通被害 

   電車は一時運休、高速道路は一時通行止めとの情報あり。建物損壊やブロ

ック塀倒壊による通行不能も数箇所ある様子（出動消防隊、救急隊からの情

報）。 

 



 ⑸ その他 

   市内コンビニ等の店舗は開店している様子（参集途上の職員が確認）。 

６ 訓練項目 

 ⑴ 災害対策本部員会議 

（場所：災害対策本部室） 

   市長を本部長とし、災害発生時に副市長や部長等が情報共有を図り、今後

の対応方針を決定する会議。 

 ⑵ 災害活動センター及び災害対策本部事務局運営訓練 

（場所：災害対策本部室及び災害活動センター） 

   ロールプレイング方式による災害対策図上訓練。電話等による状況付与

を起点とし、情報収集、対策立案、関係部署や防災関係機関との連携等、一

連の流れをオペレーションする訓練。 

 

７ 参加者 

  災害対策本部員（市長以下主に部長級職員）、連絡員（次長級職員） 

８ 参加機関 

  陸上自衛隊、愛知県豊川警察署、東三河本面本部支援部（東三河総局防災安

全課）、中部電力パワーグリッド株式会社豊川営業所、豊川市消防団 

 

９ スケジュール 

時間 

訓  練 

⑴ 災害対策本部員会議 ⑵ 災害活動センター及び災

害対策本部事務局運営訓練 

６：００ ＜地震発生＞ 

９：００～ 本部員会議 

【発災３時間後】 

状況付与に基づく図上訓練 

【発災３時間後】 

１０：１０～ 本部員会議 

【発災１日後】 

 

１０：３０～ 訓練総括・講評 検証 

～１１：００ 訓練終了 

 

10 実施計画詳細 

  別に定める 

 

 

 



11 その他 

  下記の場合は訓練を中止します。 

⑴ 豊川市に暴風、大雨、洪水、高潮のいずれかの特別警報、警報が発令さ

れた場合 

⑵ 豊川市で震度４以上の地震が発生した場合 

⑶ 伊勢・三河湾に津波警報が発令された場合 

⑷ その他、訓練を中止する必要があると市長が判断した場合 

 

 

 




